
特定計量器定期検査は、2年に 1 回検査する必要があります。 

 

 以下日程のとおり特定計量器定期検査を実施いたしますので、計量器をご持参の上、

会場までお越し下さい 

 

 

 

 

 

 

※検査を受けないで、計量器（はかり）を取引、証明に使用すると計量法違反行為となります。 

※前回の定期検査後に計量器を廃棄したり新しく購入した場合は役場担当者までご連絡ください。 

※検査には別紙お知らせのとおり手数料が必要です。検査までに準備をお願いします。 

 
【お問い合わせ先】 

座間味村役場 産業振興課 

特定計量器担当：玉代勢（タマヨセ） 

TEL：098-987-2312 

座間味島 

令和 3 年 7月 14 日（水） 

午後 1 時から午後３時まで 

座間味村歴史文化・健康づくりセンター 


